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１．計画の位置づけとスケジュール
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計画の位置づけ

• 調布市自転車活用推進計画は，国や東京都の推進計画を踏まえて策定する計画
であり，市内では，総合計画やまちづくり分野の都市計画マスタープラン，交
通分野の総合交通計画に紐づく計画であり，整合性を図っていく。

• その他の交通，健康等の関連計画についても施策等の整合性に留意する。

自転車活用推進法

（国）第2次自転車活用推進計画

東京都自転車活用推進計画

調布市自転車活用推進計画

調布市総合計画

調布市都市計画マスタープラン・
立地適正化計画

・道路網計画
・バリアフリーマスタープラン
・国土強靭化地域計画
・地域防災計画

・市民健康づくりプラン調布市総合交通計画

・安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン
・東京都自転車通行空間整備推進計画

・世田谷区自転車活用推進計画及び自転車等の
利用に関する総合計画

・狛江市自転車ネットワーク計画
・稲城市自転車ネットワーク計画

【市の関連計画】

【その他関連計画等】
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検討の進め方

• 「計画検討」「技術検討」「市民参加」を並行して進め，丁寧に検討を推進していく。

計画検討
（調布市）

市民参加
（市民）

技術検討
（自転車活用推進計画検討会）

日頃自転車について
思うこと

現状と課題，基本方針
に関する意見

施策に関する意見

計画案に関する意見

計画の目的，区域，期間，
計画の位置づけ，現状と課題

計画目標

自転車活用推進計画

自転車活用推進計画（案）

実施すべき施策，
実施スケジュール

パブリックコメント結果
に関する技術検討

計画の推進体制，フォローアップ，
計画骨子に関する技術検討

施策の方向性
に関する技術検討

計画目標，基本方針
に関する技術検討

現状や将来の動向
に関する技術検討

計画の推進体制，
フォローアップ，見直し方法

第5回検討会
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検討スケジュール

• 令和８年３月の策定に向けて，節目ごとに意見や助言をいただきながら検討を
進める。

●本検討会

●庁内会議

●市民参加

R7.8.7 R7.10.17

第5回
R8.3.26

主な議題 実施すべき施
策の設定（方
向性）

主なヒアリング内容
現状と課題に関する意見
基本方針に関する意見

アンケート＆
オープンハウス

オープン
ハウス

パブリック
コメント

第1回 第2回

R6.12.13

計画(案)に関する意見

フォローアッ
プ，見直し方
法の設定

計
画
策
定
（
令
和
８
年
３
月
）

3か月に1回のペースで実施

技術的
提言

情報提供

ニーズ
把握，
意見

情報提供

パブコメ結果
の対応

実施すべき施策
の設定（案）
実施スケジュー
ルの設定

施策に関する意見

R7.3.21

計画(骨子)の内容

（書面）
R7.12.25R7.5.29



２．前回の検討会からの主な変更点
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P.3 モビリティ一覧

• 普通自転車の扱いを明確にする必要があったため，各自治体の計画の抜粋から道路交通
法，警察庁HPの記載を参考に変更した。

変更前 変更後
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P.6４ ライフステージに応じた自転車安全教育の実施

• 自転車教育について小学生や高齢者だけでなく，全世代ををカバーしていることを見せ
るために表を追加した。

変更前 変更後

（なし） ライフステージに応じた自転車安全教育の実施 

自転車の安全利用には，自転車利用者に対する体系的かつ継続的な教育を実

施することが重要です。自転車は様々な世代が利用するため，それぞれのライフ

ステージごとに適切な教育を実施していきます。 

表 4-13 ライフステージに応じた教育内容  

属性 教育内容 

未就学児 道路には多様な車や人がいることを理解し，周囲確認の大切さを学

ぶという考え方のもと，親子交通安全フェスタや交通安全教室で，幼

児と保護者に基本的な交通ルールや安全な乗り方を伝えます。 

⇒施策 12-1 交通安全教室の開催 

小学生 

（低学年） 

発達段階を踏まえ，安全不確認による事故防止と通行場所の理解を

重視する考え方のもと，親子交通安全教室やコース指導，映像教材を

使って交通ルールを学びます。⇒施策 12-1 交通安全教室の開催 

小学生 

（高学年） 

車道通行が原則となる年齢を見据え，車道で必要なルール・技能と危

険理解を深める考え方のもと，DVD・講話とコース走行による実践的

な安全教育を行います。⇒施策 12-1 交通安全教室の開催 

中学生 交通ルールの定着と，携帯電話使用など危険行動の防止，他者への

配慮を重視する考え方のもと，スケアード・ストレート方式を用い，危

険性を実感しながら意識向上を図ります。 

⇒施策 12-3 スケアード・ストレートの実施 

高校生 被害者にも加害者にもなり得る立場であることを踏まえ，重要な交通

ルールの理解と行動変容を促す考え方のもと，スケアード・ストレート

方式で危険性と社会的責任への理解を深めます。 

⇒施策 12-3 スケアード・ストレートの実施 

成人 交通ルールの再確認と，飲酒運転など悪質違反の責任を理解させる

考え方のもと，スケアード・ストレート方式の教育のほか，企業等にも

最新手引きに基づく自転車利用の啓発を行います。 

⇒施策 12-3 スケアード・ストレートの実施 

⇒施策 11-６ 企業等への通勤及び業務利用時の安全利用への協力 

高齢者 歩道通行ルールの再確認と，加齢による変化への理解，短時間移動で

もヘルメット着用など自己防衛を重視する考え方のもと，高齢者交通

安全指導員（シルバーリーダー）講習会を通じて安全意識を高めます。 

⇒施策 1２-4 高齢者向けの安全教育の実施 

（ 保 護 者 ・

家族） 

子どもの成長に合わせて日常生活の中で繰り替え教えることができ，

高齢者に対しては継続的に注意喚起できるため，保護者・家族が正し

い交通ルール等を理解していることが必要となる。そのため，スケアー

ド・ストレート方式の教育のほか，企業等にも最新手引きに基づく自転

車利用の啓発を行います。 

⇒施策 12-3 スケアード・ストレートの実施 

⇒施策 11-６ 企業等への通勤及び業務利用時の安全利用への協力 
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P.40 施策一覧

• P.6４の修正に伴い，施策11-4を施策12-4に移動。

変更前 変更後

施策の方向性 施策の具体的内容・取組 
利用 

促進 

適正 

利用 

９． 

安全性の高い自転車普及

の促進 

 安全性の高い製品購入につながる広報啓発  ● 

１０． 

自転車の点検整備の促進 

 より安全な自転車の点検整備を促進するた

めの広報啓発  ● 

 イベントにおける自転車無料点検の実施 

１１． 

自転車の安全利用の促進 

 自転車安全利用五則の活用等による通行ル

ールの周知 

 ● 

 交通安全意識向上を図る広報啓発 

 ヘルメット着用の購入補助 

 高齢者向けの安全教育の実施 

 自転車通行空間の整備に合わせた通行ルー

ルの広報啓発 

 地域交通安全活動推進委員等による指導啓

発活動の推進 

 企業等への通勤及び業務利用時の安全利用

への協力 

１２． 

学校における交通安全教

育の推進 

 交通安全教室の開催 

 ●  通学路周辺の安全点検の実施 

 スケアード・ストレートの実施 

１３． 

災害時における自転車活

用の推進 

 シェアサイクルの防災協定の締結 ● ● 

 

施策の方向性 施策の具体的内容・取組 
利用 

促進 

適正 

利用 

９． 

安全性の高い自転車普及

の促進 

 安全性の高い製品購入につながる広報啓発  ● 

１０． 

自転車の点検整備の促進 

 より安全な自転車の点検整備を促進するた

めの広報啓発  ● 

 イベントにおける自転車無料点検の実施 

１１． 

自転車の安全利用の広報

啓発 

 自転車安全利用五則の活用等による通行ル

ールの周知 

 ● 

 交通安全意識向上を図る広報啓発 

 ヘルメット着用の購入補助 

 自転車通行空間の整備に合わせた通行ルー

ルの広報啓発 

 地域交通安全活動推進委員等による指導啓

発活動の推進 

 企業等への通勤及び業務利用時の安全利用

への協力 

１２． 

学校等におけるライフス

テージごとの交通安全教

育 

 交通安全教室の開催 

 ● 
 通学路周辺の安全点検の実施 

 スケアード・ストレートの実施 

 高齢者向けの安全教育の実施 

１３． 

災害時における自転車活

用の推進 

 シェアサイクルの防災協定の締結 ● ● 
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P.87 調布市が目指すべき自転車ネットワーク

• 都道120号の代表断面の道路幅員は9m，車道幅員は6mであるが，実際はこれらの値の
未満の区間が多く，広域自転車交通軸及びアクセス路線の選定基準以下のため削除した。

変更前 変更後

削除

青実線から
青点線に修正

凡例修正

※内容を修正
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P.102 通行方法（自転車専用通行帯）

• 通行方法の表現について道路交通法及び安全で快適な自転車利用環境ガイドラインの記
載に合わせた。

変更前 変更後



12

P.106 通行方法（車道混在）

• （前スライドと同じ）

変更前 変更後
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P.110 自転車対策実施方針の概要

• 市のこれまでの取組について簡潔に整理した。

変更前 変更後
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P.110 自転車対策実施方針の概要

• （前スライドの続き）

変更前 変更後



15

P.110 自転車対策実施方針の概要

• （前スライドの続き）

変更前 変更後


